
ロゴ等の使用について
国土交通大臣登録にかかるロゴ等使用は、たくみ会員、流通会員に限定されます。

使用にあたっては、必ず本協会の許可を受けてください。 

●本協会のロゴ等は、全会員が使用可能です。
本協会の紹介等を行う場合は、必ず許可を受けてください。

※使用の際は「協会紹介申請書」をご提出ください。

●「リフォーム事業者団体登録制度」

使用条件：協会名、団体会員であること明記 
※使用の際は「ロゴマーク使用届出書」をご提出下さい。

●「安心Ｒ住宅」
  

※使用の際は「標章使用申請書」をご提出下さい。
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別紙 （参考） 
 

【住宅リフォーム事業者団体登録制度】 
 

   本協会及びたくみ会員は、会社名等の表示（名刺、広告等）にあたり、 
登録制度の標章を使用することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度（安心 R住宅制度）】 

 
  流通会員が仲介等を行う一定の既存住宅物件に、「安心 R住宅」の標章を使用 

することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくみ会員以外は使用不可 

流通会員関与物件で許可が必要 
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